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【重要】

	

国土交通省主催　下請法・下請振興法改正
オンライン説明会の開催について

下請法・下請振興法改正のオンライン説明会が下記のとおり開催されますので、全ト協ホームページでご確認のうえお申込みください。
（URL　https://jta.or.jp/202509shitauke.html）

　「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和７年５月16日に成立し、同月23日に公布されました。本改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」（下請法）は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（略称：中小受託取引適正化法、通称：取適法）となります。本改正法は、令和８年１月１日から施行されます。
　
今回の改正では、従来対象ではなかった運送委託の取引が対象取引に追加となり、「物品の運送の委託」を新たに規制対象に追加されております。
【改正の概要】
・運送委託の対象取引への追加
・協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
・手形払等の禁止　ほか
【開催日時】令和７年９月３０日（火）15：00～16：30（90分間）
【開催方式】オンライン（Microsoft Teams）
【申込方法】下記ＵＲＬよりお申し込みください。
　　　　　　https://forms.office.com/r/b5B6xbtTmD
　　　　　　※所属する国交省担当部局は「物流・自動車局」を選択してください。
　　　　　　　所属する業界団体名は、所属する[熊本県トラック協会]と入力してください。
　　　　　　　所属を正しく選択いただかないと、視聴用URLの送付ができないことがあります。





